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研究協力者 松本博成 東京都介護支援専門員研究協議会・研究委員 
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研究協力者 相田里香 東京都介護支援専門員研究協議会・理事長 

 

A. 研究目的 
超高齢社会の進展ととともに高齢者を対

象とする強引な訪問販売・リフォーム詐欺,

特殊詐欺等の消費者被害が深刻化している

2-5).特に,認知症のある高齢者は判断力低

下のために被害を受けやすく，また，被害を

自覚しづらいために発見や対応が遅れやす

い 6).同居家族がいない独居認知症高齢者

では，そのリスクがさらに高まるものと推

測される. 

警察庁の報告 4)によれば，令和 6 年の特

殊詐欺の認知件数は 20,987件であり，その

研究要旨 

【目的】本研究の目的は、「強引な訪問販売・リフォーム詐欺」、「特殊詐欺」、「その他の

不適切な取引」に焦点をあてて、独居認知症高齢者の消費者被害の実態を明らかにするこ

とにある．【方法】介護支援専門員が勤務する東京都内のすべての在宅系介護サービス事

業所 3,711 ヵ所（居宅介護支援事業所 2,939 か所、地域包括支援センター473 か所、小規

模多機能型居宅介護事業所 232 か所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 67 か所）を対

象に、事業所単位で過去 1 年間の独居認知症高齢者における被害事例の経験について質

問紙調査を行った（悉皆調査）。【結果】1,296 件の回答を得た（回答率 35.0％）。回答結

果を集計分析したところ、①東京都内の居宅介護支援専門員が勤務する事業所の約 5 割

が過去１年間に独居認知症高齢者に対する「強引な訪問販売・リフォーム詐欺」、約 4 割

が「特殊詐欺」を経験していること、②「特殊詐欺」の手口ではオレオレ詐欺、キャッシ

ュカード詐欺、還付金詐欺、預貯金詐欺、架空領域詐欺の順で多いこと、③事業所種別で

は地域包括支援センターが最も高い頻度で事例を経験していることが示された。【結論】

独居認知症高齢者は強引な訪問販売・リフォーム詐欺や特殊詐欺の標的にされやすい。超

高齢社会が進展するわが国おいてその対策は喫緊の課題である。 
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数は近年増加傾向にある.被害の手口につ

いては,電話や SNS 等を用いた非対面型の

ものに加え,キャッシュカードの受け取り

を伴う特殊詐欺や,強引な訪問販売,リフォ

ーム詐欺といった対面型のものも少なくな

い.消費者白書では 7),認知症等高齢者の消

費者生活相談の中では「訪問販売」が最も多

い販売形態であることが示されており、認

知症高齢者の対面勧誘への脆弱性がうかが

える.また,認知症高齢者に関する消費者相

談の約 8 割は,本人以外の第三者から寄せ

られているという報告もある 6).これは,本

人が被害に気づきにくいこと,家族や地域

住民,支援者による発見が重要であること

を示唆している. 

21世紀の前半に独居認知症高齢者が急速

に増加することが予測されている 1)．独居

認知症高齢者では，本人による相談や被害

申告が期待されにくいことから，消費者被

害の実態把握には困難を伴う.わが国では

横尾（2018）8)が地域包括支援センターの介

護支援専門員を対象に,独居認知症高齢者

に対する強引な訪問販売やリフォーム詐欺

の事例経験の有無を調査しているが,それ

以外に独居認知症高齢者に焦点をあてて消

費者被害の実態を調査した研究は見当たら

ない. 

本研究の目的は,「強引な訪問販売・リフ

ォーム詐欺」,「特殊詐欺」,「その他の不適

切な取引」に焦点をあてて,独居認知症高齢

者の消費者被害の実態を明らかにすること

にある． 

 
B. 研究方法 
1. 調査対象 

本研究では介護支援専門員に対する調査

を通して独居認知症高齢者の消費者被害の

実態を明らかにすることとした。認知症高

齢者本人に対する調査が困難であること、

また、独居の場合は家族も消費者被害の実

態を把握していない可能性があるためであ

る。調査対象は,介護支援専門員が勤務する

東京都内のすべての在宅系介護サービス事

業所とした（悉皆調査）.すなわち，対象事

業所は,居宅介護支援事業所（2,939 か所）,

地域包括支援センター（473か所）,小規模

多機能型居宅介護事業所（232か所）,看護

小規模多機能型居宅介護事業所（67 か所）

の合計 3,711 か所である. 

事業所名簿の作成にあたっては,地域包

括支援センターについては東京都福祉局の

「地域包括支援センター及び在宅介護支援

センター一覧」および「東京都介護サービス

情報公表システム」を参照し,研究者により

データの統合・整理を行い,網羅性を確保し

た.その他の事業所については,厚生労働省

「介護サービス情報の公表システム」オー

プンデータ（2024 年 10月 4日時点）を活用

した. 

2. 調査票の配布と調査期間 

調査票は各事業所に 1 部ずつ郵送し，各

事業所に勤務する介護支援専門員のうちの

1名が代表して回答するように依頼した.回

答者の選定は各事業所の判断に委ねた.調

査票の回収は，紙媒体の調査票を郵便で返

送するか，Webフォームで回答するか，いず

れの方法も自由に選択できるように調査票

に QR コードを同封して配布した.調査の実

施にあたっては,調査の趣旨と協力依頼を

周知するとともに,調査票には調査目的,無

記名であること,自由意思に基づく参加で

あること,途中での辞退が可能であること



163 
 

などを記載した説明文書を添付した.調査

期間は 2024年 10月 31日～2024年 11月 28

日とした. 

3. 調査項目 

調査票には以下の 6 領域に関する設問を

設けた. 

1) 回答者の基本属性（勤務形態,事業所種

別,介護支援専門員としての経験年数,

主任介護支援専門員資格の有無,介護

支援専門員以外の保有資格）． 

2) 独居認知症高齢者への支援経験の有無． 

3) 独居認知症高齢者を対象とする「強引

な訪問販売やリフォーム詐欺」の過去

1年間の経験． 

4) 独居認知症高齢者を対象とする「特殊

詐欺」についての過去 1年間の経験． 

5) 独居認知症高齢者を対象とする「その

他の不適切な取引」についての過去 1

年間の経験. 

6) 被害を未然に防ぐために実際に有効で

あった対応,検討した対応,今後有効と

考えられる対応（自由記述）. 

なお，3)～5)については，「実際に被害に

あった事例（被害事例）」と「被害を回避で

きた事例（回避事例）」に分けて回答を求め

た．また，回答した介護支援専門員の個人の

経験ではなく，事業所全体としての経験に

ついて回答を求めた.さらに，それぞれの経

験事例については，可能な範囲で事例の具

体的な内容についての記述も求めた． 

4. 用語の定義と回答方法への指示 

本研究における「独居」とは,住民票上の

単身世帯に限らず,同一建物に同居者がい

ない状態,かつ同一敷地内に家族等の居住

者がない場合も含むものとした. 

また，「被害事例」とは,介護支援専門員が

支援業務の中で認識した「独居認知症高齢

者が実際に被害に遭った事例」を意味して

おり，「回避事例」とは,「被害が生じる可能

性があったものの何らかの理由で未然に回

避された事例」を意味している.いずれも,

介護支援専門員が把握した範囲での実際の

事例に基づいて回答を求めた. 

「特殊詐欺」とは, 警視庁によれば「犯人が

電話やハガキ（封書）等で親族や公共機関の

職員等を名乗って被害者を信じ込ませ,現

金やキャッシュカードをだまし取ったり,

医療費の還付金が受け取れるなどと言って

ATMを操作させ,犯人の口座に送金させる犯

罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャ

ッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺

盗（窃盗）を含む.）」と定義し,10種類に分

類しているが 5)，ここでは警察庁が毎年実

態調査の結果を公表している 6 種類の詐欺

（①オレオレ詐欺,②預貯金詐欺,③キャッ

シュカード詐欺盗,④架空料金請求詐欺,⑤

還付金詐欺，⑥その他の詐欺）4)を意味する

ものとした．また，「⑥その他」に該当する

場合はその具体的内容について自由記述に

よる回答を求めた．尚，調査票には参考資料

として「特殊詐欺の種類と手口」の説明一覧

を調査票の末頁に掲げた.「その他の不適切

な取引」には,「訪問販売・リフォーム詐欺」

や「特殊詐欺」のいずれにも該当しないが，

独居認知症高齢者の権利利益の侵害が想定

されるあらゆる取引とした.該当事例がど

れに当てはまるか迷った際には，一番近い

と思うもので回答するように指示した. 

5. 分析方法 

単純集計，クロス集計，カイ二乗検定を用

いて実態を記述・分析した.統計解析には 

IBM SPSS Statistics version 27.0 を使用
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し,有意水準はすべて両側検定で 5％未満と

した.なお,自由記述による回答の分析結果

については別に報告する．  

本研究の実施にあたっては,調査対象者

に対して研究の目的と趣旨,回答が無記名

であること,参加は自由意思に基づき,いつ

でも中止が可能であり,中止によって不利

益を被ることはない旨を記載した説明文書

を配布した.調査票の返送をもって研究へ

の同意を得ることとした.また,自由記述欄

において個人や事業所が特定されるおそれ

がある記載については,記号化または匿名

化を行い,プライバシー保護に十分配慮し

た.本研究は,社会福祉法人浴風会 認知症

介護研究・研修東京センター研究倫理審査

委員会の承認（承認番号：2024-6）を得たう

えで実施した. 

（倫理面への配慮） 
本研究の実施にあたっては、調査対象者

に対して研究の目的と趣旨、回答が無記名

であること、参加は自由意思に基づき、いつ

でも中止が可能であり、中止によって不利

益を被ることはない旨を記載した説明文書

を配布した。調査票の返送をもって研究へ

の同意を得ることとした。また、自由記述欄

において個人や事業所が特定されるおそれ

がある記載については、記号化または匿名

化を行い、プライバシー保護に十分配慮し

た。本研究は、社会福祉法人浴風会 認知症

介護研究・研修東京センター研究倫理審査

委員会の承認（承認番号：2024-6）を得た

うえで実施した。 
 
C. 研究結果 
1. 回答状況 

1,296件の回答を得た（回答率 35.0％）.

このうち ,郵送による回答が 962 件

（74.2％）,Webによる回答が 334件（25.8％）

であった.すべての回答を分析対象とした.  

2. 回答者の属性と独居認知症高齢者の支

援経験の有無 

回答者の属性を表 1 に示す.年間を通じ

て勤務している者が 98.6%を占めていた.事

業所種別は居宅介護支援事業所が 78.0％と

最も多く,次いで,地域包括支援センター

12.6％,小規模多機能型居宅介護事業所

6.3％,看護小規模多機能型居宅介護事業所

2.1％,その他（認知症対応型共同生活介護，

サービス付き高齢者向け住宅，診療所，認知

症疾患医療センターなど）が 0.8％であった.

介護支援専門員としての経験年数は「15年

以上〜20年未満」が最多であり,主任介護支

援専門員資格の保有率は 67.4％であった.

なお,介護支援専門員以外の保有資格につ

いては,社会福祉士,介護福祉士,看護師,保

健師などが挙げられ,複数の専門資格を保

有する者も多く見られた.回答者のうち,独

居認知症高齢者の支援経験が「ある」と回答

した者は 1,230人（94.9％）であった(表 1). 

3. 被害類型別の事例経験 

強引な訪問販売・リフォーム詐欺につい

て,「被害事例」の経験ありは有効回答者

1,247 人中 413 人（33.1％）,「回避事例」

の経験ありは 1,223 人中 494 人（40.4％），

「被害事例」または「回避事例」のいずれか

の経験ありは 1,215 人中 607 人（50.0％）

であった（表 2）. 

特殊詐欺については,「被害事例」の経験あ

りは 1,248人中 266人（21.3％）,「回避事

例」の経験ありは 1,202人中 333人（27.7％），

「被害事例」または「回避事例」のいずれか

の経験ありは 1,194 人中 450 人（37.7％）
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であった（表 3）. 

特殊詐欺の手口別の「被害事例」の経験に

ついては,オレオレ詐欺（47.7％）が最も多

く,キャッシュカード詐欺盗（29.7％）,還付

金詐欺（13.9％）,預貯金詐欺（10.5％）,架

空料金請求詐欺（10.2％）の順で多かった.

その他には,ロマンス詐欺,不動産詐欺,宝

くじ詐欺などの記述が見られた.「回避事例」

については,オレオレ詐欺（64.0％）が最多

であり,還付金詐欺（17.1％）,架空料金請求

詐欺（15.3％）,預貯金詐欺およびキャッシ

ュカード詐欺盗（ともに 9.9％）の順で多か

った.その他には,当選詐欺（宝くじ,高級カ

ニ,芸能人名義など）の記述があった（表 4）. 

その他の不適切な取引に関しては,「被害

事例」の経験ありが 1,220 人中 259 人

（21.2％）に認められた.主な事例を表 5に

示す．（表 5） 

4. 事業所種別に見た事例経験の比較 

事業所種別に関する集計にあたっては、

サンプル数の少なさおよびサービス内容の

共通性を考慮し，「小規模多機能型居宅介護

事業所」と「看護小規模多機能型居宅介護事

業所」を統合し、「多機能型居宅介護事業所」

として扱った。また、「その他」に分類され

た事業所は分析対象から除外した。 

強引な訪問販売・リフォーム詐欺につい

ては,すでに「被害事例」の経験ありの割合

が最も高いのは地域包括支援センター

(48.7%)で，居宅介護支援事業所(32.1％）が

これに次いだ．最も低いのが多機能型居宅

介護事業所（17.6%）であった．また，「回避

事例」については，経験ありの割合が最も高

いのは地域包括支援センター(51.9%)，居宅

介護支援事業所（40.3%）がこれに次いだ．

最も低いのは多機能型居宅介護事業所

（24.0％）であった。であった.「被害事例」

「回避事例」のいずれについても,経験あり

の割合には事業所種別に有意な違いが見ら

れた。（表 6）． 

特殊詐欺については，「被害事例」の経験

ありの割合が最も高いのは地域包括支援セ

ンター（35.9%）であり，居宅介護支援事業

所（20.0%）がこれに次いだ．最も低いのは

多機能型居宅介護事業所（10.8％）であっ

た．「回避事例」の経験ありの割合が最も高

いのは地域包括支援センター（31.8%）であ

り，居宅介護支援事業所(28.1%)がこれに次

いだ．最も低いのは多機能型居宅介護事業

所（15.8％）であった．「被害事例」「回避事

例」のいずれについても,経験ありの割合に

は事業所種別に有意な違いが見られた（表

6）． 

その他の不適切な取引について，「被害事

例」の経験ありの割合が最も高いのは地域

包括支援センター（30.3%）であり，多機能

型居宅介護事業所（22.2%）がこれに次いだ．

最も低いのは居宅介護支援事業所(19.8%)

であった.「被害事例」の経験ありの割合に

は事業所種別で有意な違いが認められた

（表 6）． 

 
D. 考察 
本研究によって,東京都内の介護支援専

門員が勤務する事業所において,過去１年

間に，独居認知症高齢者に対する強引な訪

問販売・リフォーム詐欺の経験が 50.0%（「被

害事例」33.1%，「回避事例」40.4%）,特殊詐

欺の経験が 37.7%（「被害事例」21.3%，「回

避事例」27.7%）,その他の不適切な取引の経

験が 21.2％（すべて「被害事例」）に認めら

れることが明らかになった．また，独居認知
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症高齢者の消費者被害を経験している事業

所の割合を事業所種別に見ると，いずれの

被害類型においても地域包括支援センター

が最も多いこと，強引な訪問販売・リフォー

ム詐欺，特殊詐欺については居宅介護支援

事業所がこれに次ぐことが示された． 

独居認知症高齢者に対する強引な訪問販

売・リフォーム詐欺の実態について,横尾

（2018）8)は,一基礎的自治体の地域包括支

援センターに勤務する居宅介護支援専門員

60人を対象に質問紙調査を実施し,「強引な

訪問販売やリフォーム詐欺などの被害を受

けたことがある」事例経験が 39%，「強引な

訪問販売やリフォーム詐欺等の被害を受け

そうになった（被害は回避された）」事例経

験が 39%に認められたと報告している．この

数値は一定期間の事象の出現頻度を調査し

たものではなく，また,介護支援専門員個人

の経験の有無を問うたものであるため,本

研究とは方法論が異なる.そのため結果を

単純に比較することはできないが,本研究

の結果はそれを上回る数値であり,「過去 1

年間」に，地域包括支援センターの約半数が

独居認知症高齢者に対する強引な訪問販売

やリフォーム詐欺等の「被害事例」（48.7％）

及び「回避事例」（51.9%）を経験しているこ

とを示した点は注目に値する． 

一方，独居認知症高齢者に対する特殊詐

欺の実態については，本調査が国内外を通

じて最初の報告かと思われる．本調査では，

独居認知症高齢者に対する特殊詐欺につい

て,「被害事例」または「回避事例」のいず

れかを経験している事業所が 37.7％，手口

別の「被害事例」の経験ではオレオレ詐欺が

最も多く，キャッシュカード詐欺盗がそれ

に次ぐことを明らかにしている．警察庁の

報告 4)によれば，令和 6 年の特殊詐欺の手

口別認知件数はオレオレ詐欺が最も多く

6,671件となっている．一方，被害者のうち

65歳以上高齢者の占める割合を見ると，キ

ャッシュカード詐欺盗及び預貯金詐欺はい

ずれも 99%が高齢者であるが，オレオレ詐欺

は 46％と報告されている．キャッシュカー

ド詐欺盗や預貯金詐欺は標的を高齢者に絞

った手口であり，オレオレ詐欺はより広範

な年齢層を標的にした手口かと思われる．

しかし，これらの手口は，いずれも電話・ハ

ガキ封書・訪問等によって親族や公的機関

を名乗る者が被害者を信じ込ませ現金やキ

ャッシュカードをだまし取るものであり，

独居で認知機能が低下している高齢者の心

理的・社会的な状況（孤独や社会的孤立な

ど）につけこんだ手口と推察される．近年の

特殊詐欺の増加傾向は，そのような心理的・

社会的状況におかれやすい独居認知症高齢

者の増加と関連している可能性がある． 

独居認知症高齢者を対象とするその他の

不適切な取引については,約 2 割の事業所

が「被害事例」の経験があると回答してい

る．ここには，法的には違法とは言い切れな

いものの実質的に高齢者に不利益をもたら

す契約等が含まれている（表 5）．それらに

対する予防的対応の検討は容易ではない.

しかし,本研究はその端緒を切り開くため

の実態を示す基礎資料を提供するものであ

る.事例の深堀調査を行い，手口を類型化し

て対策を講じることが今後の課題となろう. 

本研究では，すべての被害類型において，

最も経験の頻度が高い事業所が地域包括支

援センターであることが明らかにされた．

地域包括支援センターは地域に暮らす高齢

者の総合相談支援及び権利擁護支援を行う



167 
 

窓口としての機能を担っている．このこと

が独居認知症高齢者の消費者被害を経験す

る頻度の高さと関係しているのであろう．

また，居宅介護支援事業所もケアマネジメ

ント業務を通して地域に暮らす要介護認定

高齢者の消費者被害を経験しやすい立場に

あるものと考えられる．いずれも独居認知

症高齢者の消費者被害を早期に発見し個別

な対応を行い得る重要な地域資源であろう． 

一方, 多機能型居宅介護事業所では,相

対的に消費者被害の経験の割合が低かった．

これは，その役割が地域包括支援センター

や居宅介護支援事業所とは異なるためと考

えられるが，しかし，これらの事業所は「通

い」「訪問」「泊まり」という複合的なサービ

スの提供を通して,日常的な見守り体制や

密な関係性を構築することを可能にする社

会資源である.そのことが消費者被害に対

する防護的機能を果たしている可能性もあ

る.独居認知症高齢者に対する消費者被害

の予防対策におけるこれらの事業所の意義

を考慮することは重要であろう．  

本研究にはいくつかの限界がある.第 1

に,本研究の調査対象は，介護支援専門員が

勤務する在宅系介護サービス事業所に限定

されていることである．したがってそのよ

うな事業所につながっていない独居認知症

高齢者の被害状況は把握できない.第 2 に,

調査フィールドが東京都内に限定されてい

ることである.消費者被害の実態には地域

性が存在する可能性があり，大都市部,一般

都市,中山間地域では差異が生じる可能性

がある.第 3 に,回答率が 35.0%に留まって

いる点である.第 4 に,本調査は介護支援専

門員の経験から実態を把握しようとしたも

のであり，被害事例そのものの出現頻度を

示したものではない．したがって,想起バイ

アスの問題が必然的に生じる.以上より,本

調査の結果を一般化するには限界がある.

第 5 に,本調査は質問紙による量的調査の

分析にとどまるものであり，被害発生の背

景，対応,判断の難しさなど文脈的要因を十

分に捉えることはできない.個別事例の深

掘り調査を通して，その実態をより詳細に

把握するめの質的調査が今後の課題である. 

以上のような方法論上の限界はあるもの

の，本研究は独居認知症高齢者を標的とす

る消費者被害の実態をわが国ではじめて代

表性のあるサンプルを用いて調査したもの

である点に重要な意義がある.地域に暮ら

す独居認知症高齢者の権利利益の侵害の実

態を示す，一定の信頼性が担保された貴重

な資料と言えるであろう． 

 
E．結語 
本研究により,①東京都内の居宅介護支

援専門員が勤務する事業所の約 5 割が過去

１年間に独居認知症高齢者に対する「強引

な訪問販売・リフォーム詐欺」,約 4割が「特

殊詐欺」を経験していること,②「特殊詐欺」

の手口ではオレオレ詐欺,キャッシュカー

ド詐欺,還付金詐欺,預貯金詐欺,架空領域

詐欺の順で「被害事例」の経験が多いこ

と,③事業所種別では地域包括支援センタ

ーが最も高い頻度で事例を経験しているこ

とが明らかにされた.独居認知症高齢者は

強引な訪問販売・リフォーム詐欺や特殊詐

欺の標的にされやすい.その対策，21世紀前

半に独居認知症高齢者が急増するわが国の

認知症施策の喫緊の課題である. 
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表2　強引な訪問販売・リフォーム詐欺の事例経験

件数 割合(%)

「被害事例」の経験(n=1,247) 413 33.1

「回避事例」の経験(n=1,223) 494 40.4

「被害事例」または「回避事例」のいずれかの経験(n=1,215) 607 50.0

経験あり
経験内容

表3　特殊詐欺の事例経験

件数 割合(%)

「被害事例」の経験(n=1,248) 266 21.3

「回避事例」の経験(n=1,202) 333 27.7

「被害事例」または「回避事例」のいずれかの経験(n=1,194) 450 37.7

経験あり
経験内容

特殊詐欺の手口 件数 割合(%) 件数 割合(%)

オレオレ詐欺 127 47.7 213 64.0

預貯金詐欺 28 10.5 33 9.9

キャッシュカード詐欺盗 79 29.7 33 9.9

架空料金請求詐欺 27 10.2 51 15.3

還付金詐欺 37 13.9 57 17.1

その他 46 17.3 73 21.9

被害事例（n=266) 回避事例(n=333)

表4　特殊詐欺の手口別の経験件数および割合 
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事例の特徴 主な事例概要

訪問業者が不意に訪れ,貴金属等を不当に安価
で買い取ったり,強引に持ち去る

・洋服買取と連絡があったが,実際には貴金属を強引に言い値で買い取られた.
・買取品がないと伝えてもしつこく迫られ,ネックレス等3品を引き取られた.
・リサイクル業者が訪問し,出す物がないと伝えても玄関に足を挟んで居座り,強引に金目の物を安く持って行った.

本人の了承なく商品が送られ,代金の支払いや
受取を迫られる

・頼んでいない商品が代金引換で届いたが,本人が宅配業者に頼んでいないと伝えて持ち帰らせた.
・注文していない食料品が着払いで送られてくる通販の押し売り事例.
・給湯器の交換などに関連し,勝手に商品が定期的に送られてくるようになった.

会場などで雰囲気を作り,高額商品を継続的に
購入させる

・催眠商法の場で同一商品を複数購入,高額な出費につながった.
・友人に誘われた健康食品販売会で,9万円超の商品を後払いで購入。未開封であったため後に気づいた.
・100円で健康食品を安く買えると人を集め,講座参加を条件に追加購入を促される形式の勧誘.

宗教・募金・支援名目などで,寄付や購入を強
く求められる

・募金団体を名乗る訪問者が,毎月の引き落としによる募金契約を結ばせた.
・宗教の集会に連れていかれ,その後金銭を請求されたが,認知症のため本人は内容を理解できていなかった.
・宗教に深く関わり,生活費を寄付して食べるものにも困る状態になっていた.

インターネット経由で契約し,解約困難や未承
諾送付などの問題が発生する

・広告から年間契約を結び,不要な食材が毎月送られてきていた.
・通信販売の解約ができず,電話もつながらないため継続的に商品が届いていた.
・通販で未払い状態にもかかわらず定期便が届き続け,督促状が複数届いた.

電話・テレビ・郵送などで契約が成立し,継続
購入や返品困難が生じる

・産地直送の電話勧誘があり,購入後内容が価格に見合わないと感じた.
・TVショッピングで購入した商品が自動継続となり,解約が難しかった.
・テレビで初回が安い商品を購入後,定期的に送られてきたが,断り方がわからなかった.

高齢者を対象に不動産の売買や契約を不当に
勧誘し,不利益が生じる

・突然訪ねてきた不動産業者の話を信じ,土地を相場の半額以下で契約してしまった.
・原野商法に近い形で地方の価値不明な土地を購入し,入金後連絡が取れなくなった.
・マンション契約が家族の関与なく進み,後の解約にも困難が生じた.

家族・知人・近隣者が信頼関係を利用して金
銭や物品を取得する

・別居中の兄弟が“家賃”や“寄付”を名目に金銭を要求し,高齢者は疑わずに支払い続けていた.
・近隣住民が買い物代行をする中でお釣りを返さず,本人は気づいていなかった.
・訪問してくる友人に感謝のつもりでお金を渡していたが,頻度と金額の多さが問題となっていた.

表5　その他の不適切な取引における主な事例の概要と特徴
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表6　事業所種別にみた「被害事例」と「回避事例」の経験有無

経験あり 経験なし 統計的検定結果

件数(%) 件数（%)

「被害事例」 居宅介護支援事業所 314（32.1） 665（67.9）
χ²=28.94, df=2,
p=<0.001

地域包括支援センター 77（48.7） 81（51.3）

多機能型居宅介護事業所 18（17.6） 84（82.4）

「回避事例」 居宅介護支援事業所 386（40.3） 573（59.7）
χ²=19.78, df=2,
p=<0.001

地域包括支援センター 81（51.9） 75（48.1）

多機能型居宅介護事業所 24（24.0） 76（76.0）

「被害事例」 居宅介護支援事業所 196（20.0） 786（80.0）
χ²=27.69, df=2,
p=<0.001

地域包括支援センター 56（35.9） 100（64.1）

多機能型居宅介護事業所 11（10.8） 91（89.2）

「回避事例」 居宅介護支援事業所 266（28.1） 679（71.9）
χ²=8.14, df=2,
p=0.017

地域包括支援センター 49（31.8） 105（68.2）

多機能型居宅介護事業所 15（15.8） 80（84.2）

「被害事例」 居宅介護支援事業所 190（19.8） 768（80.2）
χ²＝8.78, df＝2,
 p＝0.012

地域包括支援センター 47（30.3） 108（69.7）

多機能型居宅介護事業所 22（22.2） 77（77.8）

その他の不適切な取引

特殊詐欺

強引な訪問販売・
リフォーム詐欺

注）％は有効回答者に対する割合. 事業所種別と経験との関連についてχ²検定を実施.「多機能型居宅介護事業所」は,「小規模多機能型居宅介護
事業所」と「看護小規模多機能型居宅介護事業所」を統合して集計したものである.また,「その他」は分析対象から除外した.

被害類型 経験の内容 事業所種別


